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行政文書不開示決定通知書

全国市民オンブズマン連絡会議

代表幹事土橋実様

文部科学大臣

高木義

平成２３年６月９日付け（同年６月１３日受付）の行政文書の開示請求について，行政機

関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づ

き，下記のとおり，開示しないことと決定しましたので通知します。

１

２

記

不開示決定した行政文書の名称

文部科学省が行った放射線モニタリングデータ（2011.3.11～６．８）

（但し，国，独立行政法人，地方自治体，電力会社，電力事業連合会，財団法人

日本分析センターの各ｗｅｂに掲載されているもの(２０１１．６．８現在)及びその元と

なるデータを除く。該当するデータの項目及びホームページに未掲載の日付は別
紙のとおり。）

不開示とした理由

ホームページに未掲載の日付のデータは，そもそも計測を行っておらず，請求に
該当する文書は保有していないため，不開示としました。

＊この決定に不服がある場合は，行政不服審査法（昭和３７年法律第160号）第６条の

規定により，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に，文部
科学大臣に対して異議申立てをすることができます。（なお，決定があったことを知

った日の翌日から起算して６０日以内であっても，決定があった日の翌日から起算して
１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。）

また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和３７

年法律第１３９号)の規定により，この決定があったことを知った日から６か月以内に，
国（訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。）を被告として，同法１２

条に規定する裁判所に処分取消しの訴えを提起することができます。（なお，決定が
あったことを知った日から６か月以内であっても，決定の日から１年を経過した場合
には処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）

＊担当課等

科学技術・学術政策局原子力安全課nLO3-5253-4111内線3907
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●

都道府県別環境放射能水準調査結果３／１１～３／１２（１７：００）まで

福島第１及び第２原子力発電所周辺のモニタリングカーを用いた固定測定点における空

間線量率の測定結果一３／１１～１６（１：０５）まで

福島第１及び第２原子力発電所周辺の簡易型線量計を用いた固定測定点における積算線

量の測定結果３／１１～２５（１０：００）まで

福島第１及び第２原子力発電所周辺のモニタリングカーを用いた走行サーベイによる空

間線量率の測定結果３／１１～２２（１９：００）まで及び４／１５

（１３：００）以降

川俣町走行モニタリング結果４／１８（１９：００）以外の日付

福島第１及び第２原子力発電所周辺のダストサンプリング､環境試料及び土壌モニタリ

ングの測定結果３／１ １ ～ ３ ／ ２ １ ま で

福島第１及び第２原子力発電所周辺の航空機モニタリング結果３／１１～３／２６

（１０：００）まで及び４／２３（１６：００）以降

福島第１及び第２原子力発電所周辺の海域モニタリング結果

（１）海底士のモニタリング結果

宮城県・福島県・茨城県沖における海域モニタリング結果５/１２，６/１２以外

福島第１原子力発電所周辺の海域モニタリング結果５/６，１２以外

（２）海水及び海上のモニタリング結果
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宮城県・福島県・茨城県における海域モニタリング結果５/２０，２４，６/４，９以外

福島第１原子力発電所周辺の海域モニタリング結果３/11～23,4/１，３，５，７，９，

１１，１５，１７，１９、２１，２３～２６，２８，３０，５/2～４，６，８～19,21～23,25～6/３，

５～８




